
高 等 教 育 局 主 要 事 項
－平成２４年度予算（案）－

（注）単位未満四捨五入のため、計が一致しない場合がある。

学生が安心して学べる環境の実現

○大学等奨学金事業の充実と健全性確保 １，２８６億円
（対前年度増減 ＋２８億円）

うち育英事業に必要な経費 １，２６７億円
（対前年度増減 ＋２６億円）
〔うち復興特別会計 ３８億円〕

（育英事業費 １兆１，２６３億円）
（対前年度増減 ＋４８２億円）

全ての意志ある学生等が安心して教育を受けられる環境を整備するため、低所得世帯
（年収300万円以下）の学生等を対象とし、奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の
収入を得るまでの間は返還期限を猶予する「所得連動返済型の無利子奨学金制度(仮称)」を
新設する。
また、無利子奨学金の貸与人員を拡大するとともに、奨学金を希望する学生等のニーズに

広く応えるため、有利子奨学金事業についても着実に実施する。

◇貸与人員 127万2千人 → 133万9千人（6万7千人増）
（無利子奨学金） 35万8千人 → 38万3千人（2万5千人増）※１

[被災学生等 8千人を含む]※２

（有利子奨学金） 91万4千人 → 95万6千人（4万2千人増）※３

※１ 新規増 1万5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1万人
※２ 新規増 6.5千人、前年度までの新規増分の進級に伴う増 1.5千人
※３ 前年度までの新規増分の進級に伴う増のみ

○国立大学・私立大学の授業料減免等の拡大〔再掲〕 ３８６億円
（対前年度増減 ＋１１２億円）

〔うち復興特別会計 ７５億円〕

「新成長戦略」に位置付けられた「質の高い教育による厚みのある人材層の形成」を実現
するため、国立大学、私立大学の授業料減免等の充実を図る。

◆国立大学の授業料減免等の拡大 ２６８億円
（対前年度増減 ＋４３億円）
〔うち復興特別会計 １４億円〕

意欲と能力ある学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、学部・修士課
程に係る授業料免除率を7.3%から8.3%に引き上げる（博士課程に係る授業料免除率は平成23
年度と同様に12.5%に設定）。あわせて、東日本大震災により被災した学生の修学機会を確保
するために必要な経費を支援。

免除対象人数：約0.8万人増 平成23年度：約4.2万人 → 平成24年度：約5.0万人
学部・修士：約3.6万人 → 約4.2万人（約0.6万人増）
博士：約0.6万人 → 約0.6万人、被災学生分：約0.2万人

◆私立大学の授業料減免等の拡大 １１８億円
（対前年度増減 ＋７０億円）
〔うち復興特別会計 ６１億円〕

意欲と能力のある学生が経済的な理由により学業を断念することがないよう、私立の大学
等が実施している授業料減免等への支援を充実するとともに、学生の経済的負担軽減のため
の多様な支援策・体制を講じる大学等に対する支援を引き続き行う。また、東日本大震災に
より被災し、経済的に修学が困難となった学生を対象とした授業料減免等を行う大学等を支
援。

（免除対象人数：約2.1万人増 平成23年度：約3.3万人→平成24年度：約5.4万人）
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大学教育等の充実と教育の質保証

○国立大学法人等の教育研究基盤の確保 １兆１，４６６億円
（対前年度増減 △１２０億円）

〔うち復興特別会計 ５７億円〕

国立大学及び大学共同利用機関が我が国の人材養成・学術研究の中核として、安定的・継

続的に教育研究活動を実施できるよう、基盤的経費である運営費交付金等を確保。

◆国立大学法人運営費交付金 １兆１，４２３億円
（対前年度増減 △１０５億円）

〔うち復興特別会計 ５７億円〕

安定的・継続的に教育研究を展開しうるよう、各大学等の財政基盤をしっかりと支えるた

めに必要な大学運営の基本的な経費を確保するとともに、国立大学等の教育研究力の強化に

資する以下の取組について、所要の経費を確保。

（主な内容）

・国立大学の授業料減免等の拡大（学部・修士免除率：7.3％→8.3％などにより免除対象人員を

0.8万人増） ２６８億円（ ２２５億円）

・共同教育課程を活用した学部等の整備（山口大学・鹿児島大学共同獣医学部獣医学科 ほか）

等の支援

・「すばる望遠鏡」、「スーパーカミオカンデ」など世界の学術研究フロンティアを先導する大規模

プロジェクトの推進 ２０２億円（ 新 規 ）

・治験や先進医療技術に関する研究など附属病院における臨床研究体制の基盤強化

９４億円（ 新 規 ）

※このほか、各大学等の個性・特色ある教育研究上の取組への支援等を引き続き実施。

◆教育研究力強化基盤整備費 ４３億円
（対前年度増減 △１５億円）

昨年度創設の大学教育研究特別整備費を見直し、新たな社会ニーズに対応した教育研究組

織の整備等を行う大学に対し、教育研究基盤の整備に対する重点的投資を行うことで教育研

究力の強化を支援。

○国立大学の機能強化に向けた支援 １３８億円
（対前年度増減 ＋１３８億円）

国際的な知の競争が激化する中で、大学の枠を超えた連携の推進や個性・特色の明確化な

どを通じた国立大学の改革強化を推進するため、新たに「国立大学改革強化推進事業」を創

設。

○国立高等専門学校の教育研究基盤の確保 ６３０億円
（対前年度増減 △８億円）

〔うち復興特別会計 １億円〕

職業に必要な知識及び技術を有する実践的・創造的な技術者を養成している国立高等専門

学校について、教育活動を支える基盤的な経費を確保。
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○多様な人材を育む私学の支援 ４，５１８億円
（対前年度増減 ＋１４９億円）

〔うち復興特別会計 １８８億円〕

◆私立大学等経常費補助 ３，２６３億円
（対前年度増減 ＋５４億円）
〔うち復興特別会計 ７６億円〕

私立大学等の質の高い教育研究活動を支援するとともに、被災地にある大学の安定的教育
環境の整備や授業料減免等への支援を充実。

・一般補助 ２，７９３億円

教職員給与費など大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常的経費について引き続き支援する。

・特別補助 ４７０億円

我が国の成長を支える人材育成の取組や大学等の国際交流の基盤整備への重点的支援、授業料減

免等の充実、被災地の大学の安定的教育環境の整備を図る。

・成長分野の推進と成長力強化に貢献する人材育成

（学生の就職支援等、被災地復興に向けて私立大学等が協力して行う取組への支援を含む）

・大学等の国際交流の基盤整備への支援

・授業料減免等の充実や学生の経済的支援体制への支援

・被災私立大学等復興特別補助 等

◆私立高等学校等経常費助成費等補助 １，００５億円
（対前年度増減 ＋３億円）
〔うち復興特別会計 ２億円〕

私立高等学校等の教育条件の維持向上や保護者の教育費負担の軽減及び学校経営の健全性
の向上を図り、各学校の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助成等を補助
する。

・一般補助 ８８４億円

各都道府県による私立高等学校等の基盤的経費への助成を支援する。

・特別補助 ９４億円

各学校の特色ある取組を支援する。

・幼稚園における預かり保育

・授業料減免事業、防災教育 等

・特定教育方法支援事業 ２７億円

特別支援教育など特定の教育分野について、その教育の推進に必要な経費を支援する。

◆私立学校施設・設備の整備の推進 ２１８億円
（対前年度増減 ＋６１億円）
〔うち復興特別会計 １１０億円〕

《他に、財政融資資金 ５４５億円（対前年度増減 ＋２３８億円）》
地震により倒壊の危険性がある学校施設のうち耐震性の低い校舎等を中心とした耐震補強

等に対する支援のほか、教育研究機能の高度化のための施設・設備整備の推進を図る。
また、財政融資資金を活用し、学校法人が行う施設整備等に対する融資を行う。

※「私立学校施設防災機能強化集中支援プラン」により継続的に支援。

・耐震化等の促進 １２５億円

学校施設の耐震化や防災機能強化を促進するため、校舎等の耐震補強事業のほか非構造部材の耐

震対策や備蓄倉庫、太陽光発電、自家発電設備等の防災機能強化のための整備等を支援する。

・教育・研究装置等の整備 ８６億円

教育及び研究のための装置・設備の高機能化等を支援。

・私立大学病院の機能強化 ７億円

私立大学病院の建替え整備事業に係る借入金に対し利子助成を行い、病院の機能強化を支援する。

◆私立大学教育研究活性化設備整備事業 ３１億円
（対前年度増減 ＋３１億円）

私立大学が建学の精神と特色を生かした人材育成機能を発揮し、及び大学間連携を進め、もっ
て社会の期待に十分に応える教育研究を強化し、進展させ、私立大学の教育改革のこれまで以上
の新たな展開を図るため、基盤となる教育研究設備の整備に対する新たな補助金を創設。
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○国公私立大学を通じた大学教育改革の支援 ３９６億円
（対前年度増減 ＋１７億円）
〔うち復興特別会計 １０億円〕

◆世界的なリーディング大学院の構築等 ３３３億円
（対前年度増減 ＋５０億円）

俯瞰力と独創力を備え、広く産学官にわたりグローバルに活躍するリーダーを養成するリ
ーディング大学院の構築や世界で活躍できる研究者を輩出する大学院拠点の形成を支援す
る。

34件
・博士課程教育リーディングプログラム １１６億円

(うち新規17件)

・卓越した大学院拠点形成支援補助金【新規】 ８０億円

・グローバルＣＯＥプログラム １３１億円 77件

・情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業【新規】 ６億円

◆大学教育の充実と質の向上 ６３億円
（対前年度増減 △３３億円）
〔うち復興特別会計 １０億円〕

各大学の強みを活かしながら、大学を超えた連携を深め、多様かつ質の高い大学教育を提
供する取組や、産業界のニーズに対応した人材を育成する取組など、優れた大学教育改革の
取組を支援することにより、大学教育の充実と質の向上を実現する。

・大学間連携共同教育推進事業【新規】 ３０億円 45件(新規)

・産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業【新規】 ２３億円 9件(新規)

・大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業【新規】 １０億円 14件(新規)
等

○高度医療人材の養成と大学病院の機能強化 ７６億円
（対前年度増減 ＋１２億円）

◆高度医療人材養成機能の充実 ４６億円
（対前年度増減 ＋３億円）

国民の高度医療に対する期待が高まるなか、大学及び大学病院を通じて、高度医療を支え
る人材養成の促進を図る。

・がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン【新規】 ２１億円 15件(新規)

・基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな
４億円 22件(新規)

医師養成【新規】
等

◆大学病院の機能強化 ３０億円
（対前年度増減 ＋９億円）

深刻な医師不足や地域医療の崩壊に対応するため、地域医療の最後の砦である大学病院の
機能を強化することにより、国民に安心・安全な医療を提供する。

・大学病院における医師等の勤務環境の改善のための人員の雇用 ２１億円 1,129人

・医学部・大学病院の教育研究活性化
９億円 228人(新規)

及び地域・へき地医療支援人材の確保【新規】

4



グ ロ ー バ ル 人 材 育 成 の た め の 大 学 の 国 際 化 と 学 生 の 双 方 向 交 流 の 推 進

○大学教育のグローバル化のための体制整備 １０３億円
（対前年度増減 ＋５１億円）

「政策推進の全体像」（平成23年８月15日閣議決定）を踏まえた「グローバル人材育成
推進会議中間まとめ」の具体化として、若い世代の「内向き志向」を克服し、国際的な産
業競争力の向上や国と国の絆の強化の基盤として、グローバルな舞台に積極的に挑戦し活
躍できる人材の育成を図るため、大学教育のグローバル化のための体制整備を推進すると
ともに、アジア・米国等の大学との協働教育による交流の取組を支援。

・グローバル人材育成推進事業【新規】 ５０億円 40件(新規)

・大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 ２６億円 13件

・大学の世界展開力強化事業 ２７億円 41件

・ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援【新規】 10件(新規)

・「キャンパス・アジア」中核拠点支援 19件

・米国大学等との協働教育創成支援 12件

○学生の双方向交流の推進 ３４２億円
（対前年度増減 ±０億円）

「新成長戦略」（平成22年６月18日閣議決定）及び「グローバル人材育成推進会議中間ま
とめ」（平成23年６月22日）において示された「我が国から海外への日本人学生等の留学・
研修等の交流を30万人、質の高い外国人学生の受入れを30万人」や、「１年間以上の留学経
験を有する者を８万人規模に増加、海外からの外国人留学生の受け入れも促進」に適切に対
応するため、日本人学生の海外留学及び外国人留学生の受入れを推進し、グローバル人材育
成に必要な環境の整備・充実を図る。

・海外での情報提供及び支援の一体的な実施 ５億円

・日本人学生の海外交流の推進 ３１億円

留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業

・長期派遣分（１年以上） 100人 → 200人 (＋100人)

・短期派遣分（３ヶ月～１年） 760人 → 2,280人(＋1,520人)

・ショートビジット支援分（３ヶ月未満）6,300人

・留学生の受入れ環境の充実 ３０６億円

国費外国人留学生制度 10,775人

私費外国人留学生学習奨励費 10,632人

留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業

・短期受入れ分（３ヶ月～１年） 1,440人

・ショートステイ支援分（３ヶ月未満）6,300人

高等教育局一般会計 合計 １兆９，０２５億円
（対前年度増減 ＋２５９億円）

〔うち復興特別会計 ２７１億円〕

（注１）合計には、日本私立学校振興･共済事業団補助（基礎年金等）を除く。

（注２）合計には、他局が計上する私学助成予算を除く。
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国公私立大学を通じた大学教育改革の支援の充実等

（平成２３年度予算額 ４９６億円）

平成２４年度予算案 ５７５億円

[うち復旧・復興対策経費 １０億円]

１ 国公私立大学を通じた大学教育改革の支援
（１）世界的なリーディング大学院の構築等

○博士課程教育リーディングプログラム 予算案 １１６億円( ３９億円）

博士課程前期・後期一貫した学位プログラムを構築・展開する大学院教育の抜本的改革を支援

○卓越した大学院拠点形成支援補助金 予算案 ８０億円( 新 規 ）

知のフロンティアの開拓を担う優秀な学生を惹きつけ、世界で活躍できる研究者を輩出するシステムの構築を支援

○グローバルＣＯＥプログラム 予算案 １３１億円(２３７億円）

国際的に優れた教育研究拠点を形成する取組を支援

○情報技術人材育成のための実践教育ネットワーク形成事業 予算案 ６億円( 新 規 ）

高度な課題解決型学習等の実践的な教育を推進する大学と産業界によるネットワークを形成

（２）大学教育の充実と質の向上

○大学間連携共同教育推進事業 予算案 ３０億円( 新 規 ）

地域や分野に応じて大学が相互に連携し、社会の要請に応える教育・質保証システムを構築する取組を支援

○産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備事業 予算案 ２３億円( 新 規 ）

産業界のニーズに対応した人材を育成するための体制構築を図る取組を支援

○口蹄疫等家畜伝染病に対応した獣医師育成環境整備事業 予算案 ０．３億円(０．３億円）

産業動物獣医師等の養成強化のための全国的実習システムの構築を図る取組を支援

○大学等における地域復興のためのセンター的機能整備事業 予算案 １０億円( 新 規 ）

被災地の大学等を中心として、地域復興センター的機能を整備し、災害医療教育、地域産業再生などを支援

２ グローバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流の推進
○グローバル人材育成推進事業 予算案 ５０億円( 新 規 ）

グローバルな舞台に積極的に挑戦し活躍できる人材の育成を図るため、学生のグローバル化を推進する取組を支援

○大学の国際化のためのネットワーク形成推進事業 予算案 ２６億円( ３０億円）

国際化の拠点としての大学の総合的な体制整備や拠点間のネットワーク化等を通じて、大学の国際化を推進

○大学の世界展開力強化事業 予算案 ２７億円( ２２億円）

日本人学生の海外留学と外国人学生の戦略的受入を行うアジア・米国等の大学との協働教育による交流を支援

３ 高度医療人材の養成と大学病院の機能強化
（１）高度医療人材養成機能の充実

○がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン 予算案 ２１億円( 新 規 ）

医療系大学院において、がん専門医療人を養成する取組を支援

○基礎・臨床を両輪とした医学教育改革によるグローバルな医師養成 予算案 ４億円( 新 規 ）

基礎研究医を養成する取組、国際標準を満たした診療参加型臨床実習の充実を図る取組を支援

（２）大学病院の機能強化

○大学病院における医師等の勤務環境の改善のための人員の雇用 予算案 ２１億円( ２１億円）

医師事務作業補助者（医療クラーク）等を雇用し、医師が診療業務に専念できる環境を整える取組を支援

○医学部・大学病院の教育研究活性化及び地域・へき地医療支援人材の確保 予算案 ９億円( 新 規 ）

大学病院に優秀な若手医師を教員として採用し、教育や研究活動に従事できる環境を整備する取組を支援

※ 主な事業(プログラム)のみ記載しているため、合計額は一致しない。

※ 前年度予算額には、「大学教育質向上推進事業」、「地域・社会の求める人材を養成する大学等連携事業」、「大学生の就業力育成支援事

業」、「組織的な大学院教育改革推進プログラム」を含む。
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平成２４年度文部科学省税制改正事項
〈平成２４年度税制改正大綱 閣議決定（平成２３年１２月１０日）〉

（１） 特例民法法人から、一般社団・財団法人に移行した法人が設置する
図書館・博物館・幼稚園について、固定資産税等の非課税措置の創設
（遊休財産を多額に持たないなど財務面からの一定の基準を満たす法人に限る）

（２） 重要有形民俗文化財の国への譲渡に係る特例措置（１／２課税）につい
て、譲渡対象への地方公共団体の追加と２年延長

（３） 子ども・子育て新システムに基づく給付について、所得税の非課税措
置等 【内閣府、厚生労働省との共同要望】

（４） 研究開発税制の上乗せ措置（試験研究費を増額した場合や試験研究費が高水準

な場合の優遇措置）の２年延長 【経済産業省等との共同要望】

１．要望が認められたもの

～市民公益税制～

○ 寄附税制について、寄附文化醸成にも資するよう、必要に応じて見直
しを検討。
・ 税額控除の対象となる法人について、「新しい公共」を推進する観点から、どの

ような法人が対象に馴染むのか、他の寄附税制との整合性を踏まえ、税額控除
の導入の効果検証を行った上で、対象法人の見直しを検討。

・ 学校法人等への税額控除の要件（ＰＳＴ要件）の見直しについて、どの程度の

数の法人が税額控除の対象となっているかの実績や、要件を満たすことができ
ない法人の状況等を検証し、各法人の規模や特性を踏まえて検討。

・ 寄附金控除の年末調整対象化について、源泉徴収義務者の負担や不正行為
防止の必要性を踏まえ、引き続き実務的・技術的な観点から実施可能であるか
どうか検討。

２．税制改正大綱において検討事項とされたもの
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◆日本人学生の海外留学の推進 （ 3,104百万円）
・留学生短期受入れと日本人学生の海外派遣を一体とした交流事業

長期派遣分（１年以上） 100人 →    200人 (100人増)

短期派遣分（３ヶ月～１年） 760人 →  2,280人 (1,520人増)

ショートビジット支援分（３ヶ月未満） 7,000人 → 6,300人（△700人）

※対前年度比 920人増

グローバル人材育成のための大学の国際化と学生の双方向交流

【主な内容】
グローバルな通用性を涵養し意識を向上させる取組

・学生の留学先の国における日本語指導支援、現地企業インターン 等
教員のグローバル教育力の向上の取組
日本人学生の留学を促進するための環境整備
語学力を向上させるための入学時から卒業時
までの一体的な取組

【主な内容】
英語で学位が取得できるコースの整備
留学生受け入れのための環境整備
海外大学共同利用事務所の整備

国際化に積極的な大学との大学間ネットワーク
の形成
産業界との連携 等

グローバル人材育成推進事業 ２４年度予算案５０億円（新規）

199,290千円×13件 199,500千円×10件
99,500×30件

大学のネットワーク形成推進事業 ２４年度予算案２６億円

１．大学のグローバル化のための体制整備 平成２４年度予算案 １０３億円（平成２３年度予算額５２億円）

大学の世界展開力強化事業 ２４年度予算案２７億円

「キャンパス・アジア」中核拠点形成支援 米国等との協働教育創成支援 ＡＳＥＡＮ諸国等との大学間交流形成支援

(22’採択)70,280千円× 6件

（23’採択）60,080千円×13件

（23’採択）60,080千円×12件 （24’新規）70,880千円×10件

留学生受入機能の強化 学生の海外留学促進機能の強化

学生交流の推進

２．学生の双方向交流の推進 平成２４年度予算案 ３４２億円（平成２３年度予算額３４２億円）

◆留学生の受入れ環境の充実 （ 30,629百万円）
・国費外国人留学生制度 10,775人
・私費外国人留学生学習奨励費10,632人

※被災地域へ手厚く支援
等

◆海外での情報提供及び支援の一体的な実施 （ 508百万円）

（参考）日本学生支援機構
海外留学奨学金（有利子貸与）

２３年度 ２４年度
36億円 39億円
3,175人 5,094人

国際的な枠組みでの高等教育の質保証を図りながら、外国人学生の戦略的受入れ、日本人学生とアジア・米国等の外国人学
生の協働教育による交流の取組を支援する。

○平成24年度予算案の概要
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国立大学改革の推進について

○ 各国立大学等が継続的・安定的に教育研究活動を実施できるよう、基盤的経費である運営費交付金
を確保するとともに、国立大学の改革や機能強化を推進するための新たな補助金を創設。国立大学法
人に対する予算が実質増（対前年度１９億円増（11,585億円→11,604億円））。

●具体的な国立大学改革の方針については、関係者の意見を踏まえつつ、文部科学省内に設置したタス
クフォースにおいて検討し、速やかに改革に着手。新たな補助金により国立大学の改革を加速化。

（想定される大学改革に向けた取組例）
教育の質保証と個性・特色の明確化

◆教員審査を伴う学部・研究科の改組 ◆外国人や実務家等の教員や役員への登用拡大 ◆双方向の留学拡大のための抜本的制度改革

大学間連携の推進
◆互いの強みを活かした学部・研究科の共同設置 ◆地域の大学群の連合・連携 ◆大学の枠を超えた連携による教育研究の活性化

大学運営の高度化
◆効率的な大学運営のための事務処理等の共同処理化 ◆大学情報の一元管理と適切な活用による運営体制の強化

〔うち復興特別会計：57億円〕
（対前年度△105億円（△０．９％）減）

意欲と能力ある学生が経済状況にかかわらず修学機会を得られるよう、授業料免除枠を拡大（学部・修士課程に係る免除率を7.3％から
8.3％に拡大（博士課程は引き続き12.5％に設定））するとともに、世界の学術研究フロンティアを先導する大規模プロジェクトの推進や先
進医療や治験実施体制の充実など国立大学附属病院の研究機能の強化に対応。

国際的な知の競争が激化する中で、大学の枠を超えた連携、教育研究組織の大規模な再編成、個性・特色の明確化などを通じた国立大学
の改革強化を推進するため、新たな補助金を創設。

（対前年度△15億円減）
新たな社会ニーズに対応した教育研究組織の整備等を行う大学に対し、教育研究基盤の整備に対する重点的支援を行うことで、教育研

究力の強化を支援。

１．国立大学法人運営費交付金 平成２４年度予定額：1兆1,423億円（平成２３年度予算額：1兆1,528百万円）

２．国立大学改革強化推進補助金 平成２４年度予定額： 138億円（ 新 規 ）

３．教育研究力強化基盤整備費 平成２４年度予定額： 43億円（平成２３年度予算額：58億円）
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私立大学等の質の高い教育研究活動を支援するとともに、

被災地にある大学の安定的教育環境の整備や授業料減免等
への支援を充実。

（１）一般補助（２，７９３億円）
教職員給与費など大学等の運営に不可欠な教育研究に係る経常

的経費について引き続き支援。

（２）特別補助（４７０億円）
我が国の成長を支える人材育成の取組や大学等の国際交流の基

盤整備への重点的支援、授業料減免等の充実、被災地の大学の安
定的教育環境の整備を図る。

・成長分野の推進と成長力強化に貢献する人材育成（学生の就職支援等、被災地
復興に向けて私立大学等が協力して行う取組への支援を含む）
・大学等の国際交流の基盤整備への支援
・授業料減免等の充実や学生の経済的支援体制への支援
・被災私立大学等復興特別補助 等

私立大学等経常費補助 3,263億円（54億円増、1.7%増）

私立大学教育研究活性化設備整備事業 31億円（新規）

私立大学が建学の精神と特色を生かした人材育成機能を発揮し、及び

大学間連携を進め、もって社会の期待に十分に応える教育研究を強化し、
進展させ、私立大学の教育改革のこれまで以上の新たな展開を図るため、
基盤となる教育研究設備の整備に対する新たな補助金を創設。

各私立大学の建学の精神、特色・力点
に照らした人材養成像や将来構想に基
づく効果的な教育研究の取組を、設備
環境の整備を通じて支援。

私立学校施設・設備の整備の推進 218億円（61億円増、38.8%増）

耐震性の低い校舎等を中心とした耐震補強等に対する
支援のほか、教育研究機能の高度化のための施設・設備整
備を推進。また、財政融資資金を活用し、学校法人が行う施
設整備等に対する融資を実施。

（１）耐震化等の推進（１２５億円）
私立学校施設の防災機能強化のための総合的な支援
策を継続的に推進

（２）教育・研究装置等の整備（８６億円）
（３）私立大学病院の機能強化（７億円）

私立高等学校等経常費助成費等補助 1,005億円（3億円増、0.3%増）

私立高等学校等の教育条件の維持向上や保護者の教育
費負担の軽減及び学校経営の健全性の向上を図り、各学校
の特色ある取組を支援するため、都道府県による経常費助
成等を補助。

（１）一般補助（８８４億円）
各都道府県による私立高校等の基盤的経費への助成を支援。

（２）特別補助（ ９４億円）

各学校の特色ある取組を支援

・幼稚園における預かり保育
・授業料減免事業、防災教育 等

（３）特定教育方法支援事業（ ２７億円）
特別支援教育など特定の教育分野の推進に必要な経費を支援。

※計数は各々を四捨五入しているため、合計が一致しない場合がある。

（例）・グローバル化の促進
・地域の「分厚い中間層」の育成
・生涯学習機能の強化 など

私学助成関係予算案の概要
(平成２３年度予算額：4,368億円)
平成２４年度予定額：4,518億円（149億円増、3.4%増）
（うち復興特別会計：188億円）
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（独）日本学生支援機構 奨学金事業の充実

教育の機会均等や人材育成の観点から、経済的理由により
修学に困難がある学生等を支援するとともに、学ぶ意欲と能
力のある学生等が経済的にも自立し、安心して勉学に励める
よう、奨学金事業の充実を図る。
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「所得連動返済型の無利子奨学金制度」
イメージ （例：大学生）

本人が一定の
収入(年収300万
円)を得るように
なった後、返還開
始

在学期間(４年)
現行猶予制度
（低所得等）
【最長５年】

卒
業

返
還
開
始

(6ヶ月)

入
学

新制度対象者
（所得連動返済型の無利子奨学金制度）
【一定の収入(※)を得るまでの間は猶予】

300万円

（本人の
収入額）

本人が一定の収入(年収300万円)を得
るまでの間は、返還期限を猶予

制度対象者

貸与時に、年収300
万円以下の低所得世
帯の学生等

全ての意志ある学生等が安心して教育を受けられる環境を整備するため、低所得世帯（年収300万円以下）
の学生等に対し、奨学金の貸与を受けた本人が、卒業後に一定の収入（年収300万円）を得るまでの間は返

還期限を猶予するものであり、これにより、将来の返還の不安を軽減し、予見性を持って、安心して修学する
ことが可能となるようにすることを目的としたもの。
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○大学関係主要経費の推移

大学関係予算：国立大学関係（国立大学法人運営費交付金，教育研究力強化基盤整備費，国立大学改革強化推進補助金），私立大学関係（私立大学等経
常費補助，私立大学教育研究活性化設備整備事業），国公私支援等，科学研究費助成事業（科研費）の総計

対前年度の推移

※科研費は、平成23年度から一部種目に基金化を導入したことで、基金分の予算額に、翌年度以降に使用する研究費が含まれることとなったため、
予算額が当該年度の助成額を示さなくなったことから、平成23年度以降、当該年度の助成額を集計している。
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